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交渉等情報（１）
平成30年６月21日

各所属長 様

行政管理課長

人員確保等交渉の結果等について

平成30年６月20日（水）に高知県職員労働組合（以下「県職労」という。）と行政管理課長交渉を行いましたので、その結果を下記の

とおりお知らせします。

記

１ 交渉における主な回答等

県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

１．年度当初及び年度途中の欠員は速やかに補充し、欠員を生じさ

せないための対策や産休・育児休業者の代替要員確保対策として、

名簿登載方式をはじめとする具体策を講ずること。また、2019年

度の新規採用職員数及び再任用職員数を決定するにあたっては、

退職者の完全補充はもとより、県民福祉の向上や労働条件改善の

ために必要な人員を考慮すること。

２．有資格者の採用を計画的に行うとともに、専門性や継続性、経

験を必要とする業務に対して適材適所の人員配置を行うこと。ま

た、その配置にあたっては、本人希望を尊重すること。

４．事務事業見直し提示時点で予定していなかった業務が発生する場合

は、県職労および分会に対して事前協議を行うこと。また、労働

強化とならないような対策をとること。

１、２、４について

・欠員は、基本的には、補充するとの従来の考え方に変わりはない。

・しかしながら、事情により補充ができず、結果として臨時的任用職

員で対応せざるを得ない場合もある。

・技能職員の職場にあっては、その職場での見直しが可能な場合を除

いて、臨時的任用職員による対応を行い、一定の時期には改めて検

討を行う考えである。

・なお、名簿登載方式については、余剰を見込んだ形での実施は困難

と考えている。

・また、職員の採用にあたっては、業務運営に支障のない配置を行う

ことを基本とする中で、必要に応じて採用するという考え方である。

・職員の配置についても同様に、職場実態の把握に努めつつ、県政運

営指針に沿って適正な配置及び管理に努めていくという考え方であ

る。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

３．県政運営指針の「技能職退職不補充方針」に固執することなく、

公共サービスの維持向上の観点から、行政職を含めて誰が担うか

再考すること。また、今後のあり方については、現場の意見を十

分に聞く場を設けること。

５．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場

における男女平等の推進へ向けた具体策を講じること。また、仕

事と生活の両立支援を促進するための取り組みを強化すること。

６．全庁的な時間外勤務の縮減に向けて具体策を講じるとともに、

パソコンログで記録等、客観的なデータによる勤務時間管理を行

うこと。

３について

・技能職については、県政運営指針においても退職不補充としている。

退職不補充の方針を変える考えはない。

・今後、技能職の退職に合わせて業務を見直す過程で、当面、知事部

局においては、試験研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事

務所の道路整備の職が残るものと考えている。

・試験研究機関の植物栽培及び動物飼育の業務については、技能職員

の退職後は順次、非常勤職員及び研究職員が担うこととしており、

昨年度技能伝承を推進するためのポスト職を設置するなど、体制の

見直し等を行ってきたところ。引き続き意見を聞きながら、日々の

業務の中で技術研修等を行っていく。

・一部の土木事務所において委託している道路パトロール業務について

は、継続していくとともに、技能職員が担う業務のあり方について、

意見は聞きたいと考えている。

５について

・人事については、今後とも適材適所の考え方のもと、適切かつ公平

な取扱いに努めていきたいと考えている。

・仕事と生活の両立支援の促進については、次世代育成支援行動計画

に基づき、引き続き取り組んでいく。

６について

・時間外勤務等については、平成24年４月に発出した副知事通知に基

づいて、全庁的に取組を進めている。

・平成25年度からは、所属全体での意識の共有を図るとともに、より

実効ある取組とすることを目的に、所属の目標設定の取組時期に合

わせて、各所属で話し合いの機会を持つこととしている。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

７．別途提出する個別課題について、改善を図ること。

・更に、平成28年度からは「職員の創造性の発揮と業務の質の向上に

向けた取組について」（副知事通知）に基づいて、業務運営の改善

はもとより、既存事業のスクラップなどの事務事業の見直しや、外

部委託の推進などに取り組むとともに、管理職員のマネジメント力

の向上に向けた取組を進めている。

・今年度においても、これらの取組を更に徹底したところ。

・こうした取組を通じて、職員の健康増進や時間外勤務の縮減につな

げていきたい。

・職員の勤務時間管理については、時間外勤務の事前命令の徹底を図

るよう、昨年度、命令手続に関する取扱いを見直すなど取組を進め

ているところ。引き続き、適正な管理に努めていく。

・また、パソコンログ等による勤務時間管理については、法改正や他

県の動向を注視していきたい。
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２ 当局の文書回答

（１）文書回答（平成30年６月20日）

2018年度人員確保等に関する要求書に対する回答について

（２）回答書（全文）

2018年度人員確保等に関する要求書に対する回答について

平成30年５月31日付けで提出のありました要求書について、下記のとおり回答します。

記

１、２、４について

欠員は、基本的には、補充するとの従来の考え方に変わりはありません。

しかしながら、事情により補充ができず、結果として臨時的任用職員で対応せざるを得

ない場合もあります。

技能職員の職場にあっては、その職場での見直しが可能な場合を除いて、臨時的任用職

員による対応を行い、一定の時期には改めて検討を行う考えです。

なお、名簿登載方式については、余剰を見込んだ形での実施は困難と考えています。

また、職員の採用にあたっては、業務運営に支障のない配置を行うことを基本とする中

で、必要に応じて採用するという考え方です。

職員の配置についても同様に、職場実態の把握に努めつつ、県政運営指針に沿って適正

な配置及び管理に努めていくという考え方です。

３について

技能職については、県政運営指針においても退職不補充としています。退職不補充の方

針を変える考えはありません。

今後、技能職の退職に合わせて業務を見直す過程で、当面、知事部局においては、試験

研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事務所の道路整備の職が残るものと考えてい

ます。

試験研究機関の植物栽培及び動物飼育の業務については、技能職員の退職後は順次、非

常勤職員及び研究職員が担うこととしており、昨年度技能伝承を推進するためのポスト職

を設置するなど、体制の見直し等を行ってきたところです。引き続きご意見をお聞きしな

がら、日々の業務の中で技術研修等を行っていきます。

また、一部の土木事務所において委託している道路パトロール業務については、継続し

ていくとともに、技能職員が担う業務のあり方について、ご意見はお聞きしたいと考えて

います。

５について

人事については、今後とも適材適所の考え方のもと、適切かつ公平な取扱いに努めてい

きたいと考えています。

また、仕事と生活の両立支援の促進については、次世代育成支援行動計画に基づき、引

き続き取り組んでいきます。

６について

時間外勤務等については、「活力のある職場づくりと公務能率等の向上について」（副

知事通知）に基づいて、全庁的に取組を進めているところです。

また、平成25年度からは、所属全体での意識の共有を図るとともに、より実効ある取組

とすることを目的に、所属の目標設定の取組時期に合わせて、各所属で話し合いの機会を
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持つこととしています。

更に、平成28年度からは「職員の創造性の発揮と業務の質の向上に向けた取組について」

（副知事通知）に基づいて、業務運営の改善はもとより、既存事業のスクラップなどの事

務事業の見直しや、外部委託の推進などに取り組むとともに、管理職員のマネジメント力

の向上に向けた取組を進めているところです。

今年度においても、これらの取組を更に徹底したところです。

こうした取組を通じて、職員の健康増進や時間外勤務の縮減につなげていきたいと考え

ています。

職員の勤務時間管理については、時間外勤務の事前命令の徹底を図るよう、昨年度、命

令手続に関する取扱いを見直すなど取組を進めているところであり、引き続き、適正な管

理に努めていきます。

また、パソコンログ等による勤務時間管理については、法改正や他県の動向を注視して

いきたいと考えています。
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３ 県職労からの要求

（１）要求書提出

2018年度人員確保等に関する要求書（平成30年５月31日）

（２）要求書（全文）

2018年度人員確保等に関する要求書

2018年度の知事部局の職員数は、昨年度に続いて対前年度を上回り、この間、私たちが

求めてきた「少なくとも実質3,300人体制の確保」にほぼ近い数字となりました。

しかし、県勢浮揚を掲げ、五つの基本政策を推進するために、各分野における事業は相

変わらず増加の一途をたどっています。

本課職場を中心に時間外労働は高止まりの状況であり、心身に故障をきたす職員も少な

くありません。

そこで、本年度も安心して働き続けられる職場環境や県民サービスを維持していくため

に必要な人員を求めて、次のとおり要求書を提出しますので、貴職の誠意ある回答を強く

求めます。

なお、回答については、６月20日（水）までに文書で行われますよう申し添えます。

記

１．年度当初及び年度途中の欠員は速やかに補充し、欠員を生じさせないための対策や産

休・育児休業者の代替要員確保対策として、名簿登載方式をはじめとする具体策を講ず

ること。また、2019年度の新規採用職員数及び再任用職員数を決定するにあたっては、

退職者の完全補充はもとより、県民福祉の向上や労働条件改善のために必要な人員を考

慮すること。

２．有資格者の採用を計画的に行うとともに、専門性や継続性、経験を必要とする業務に

対して適材適所の人員配置を行うこと。また、その配置にあたっては、本人希望を尊重

すること。

３．県政運営指針の「技能職退職不補充方針」に固執することなく、公共サービスの維持

向上の観点から、行政職を含めて誰が担うか再考すること。また、今後のあり方につい

ては、現場の意見を十分に聞く場を設けること。

４．事務事業見直し提示時点で予定していなかった業務が発生する場合は、県職労および

分会に対して事前協議を行うこと。また、労働強化とならないような対策をとること。

５．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場における男女平等の推

進へ向けた具体策を講じること。また、仕事と生活の両立支援を促進するための取り組

みを強化すること。

６．全庁的な時間外勤務の縮減に向けて具体策を講じるとともに、パソコンログで記録等、

客観的なデータによる勤務時間管理を行うこと。

７. 別途提出する個別課題について、改善を図ること。


